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午前１０時 開会 

○古谷公俊委員長 皆さん、おはようございます。

委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集

いただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまから総務産業常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議におきまし

て、本常任委員会に付託されました議案第２号

「包括外部監査契約の締結について」ほか４件に

つきまして審査をいただくものでありますので、

委員各位におかれましては、よろしくお願い申し

上げます。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表として、タブレッ

トに掲載しておりますので、御参照いただきたい

と思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者のほう

から挨拶のため発言を求めていますので、許可い

たします。 

○山本市長 委員長のお許しを得ましたので、総務

産業常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

 古谷委員長、田畑副委員長をはじめ委員の皆様

方には、日頃より市政各般にわたり深い御理解と

御協力を賜っておりますことに対し、深く敬意を

表する次第でございます。 

 本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会

に付託されました議案第２号、包括外部監査契約

の締結についてをはじめとして、議案第３号、議

案第４号、議案第６号及び議案第７号の計５件に

ついて御審査をお願いするものでございます。 

 何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承

認賜りますようお願い申し上げ、簡単でございま

すが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○古谷公俊委員長 委員及び理事者に申し上げます。

質疑及び答弁につきましては、着席のまま御発言

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 これより議案の審査を行いますが、議案の内容

につきましては、本会議におきまして既に説明を

受けておりますので、これを省略し、質疑から始

めたいと思います。これに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって

審査の方法については、提案理由並びに内容説明

を省略して質疑から始めることに決定いたしまし

た。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第２号「包括外部監査契約の締結

について」を議題とし、質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○河部 優委員 それでは、何点か質問させていた

だきます。 

 まず、これまで包括外部監査を実施してこられ

ましたけれども、一定成果等も含めてあったとは

理解をしておりますけれども、令和４年から６年

までの３年間で実施してきた包括外部監査につい

て、一定市としても総括をされていると思います

ので、実施をしてどのような総括をされているの

か、簡単で結構ですので、お答えいただきたいと

思います。 

 それと、今回の契約ですけれども、令和７年７

月１日から来年３月31日までということで、単年

度の契約期間となっておりますけれども、この理

由について教えていただきたいと思います。 

 もう１つは、来年度以降、この包括外部監査に

ついて、実施はどのようにされるのか、この３点

をよろしくお願いします。 

○森行財政改革課長 包括外部監査についてでござ

います。この３年間の実施について総括というこ

とでございます。 

 包括外部監査につきましては、監査結果をいた

だきまして、その後、措置状況等について、先日

の協議会でもその他案件として御報告を差し上げ

たところでございます。具体の件数等については、

そちらのほうをということになろうかと思います

けれども、それを受けて、市としてどういうふう

な受け止めをしているかということでございます。 

 なかなか監査でございますので、「結果」であ

るとか「意見」であるとか、そういった御指摘を

受けまして、それを是正、改善に向けて取り組ん

でいるということになりますので、なかなか例え

ば効果額でありますとか、そういったところにつ

いては、数字として表すことは難しいんでござい
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ますけれども、例えば職員が監査結果を受けて、

日頃の業務の中で、前任から引継ぎを受けて、こ

れでいいんだなと思っていたことが、実は法改正

等が入って、法律に抵触するような案件も入って

いたのではないか、そういった意識を持つことが

できてきたのではないかというふうに考えてござ

います。 

 それから、単年度契約についてでございます。

こちらにつきましては、自治法上の規定がござい

まして、会計年度ごとに契約を締結しなければな

らない。あるいは同一の監査人と４回連続して契

約をすることができないなどの規定がございます。 

 言い換えますと、３回までは連続して同一の監

査人と契約することができるということになって

ございまして、他団体においても３回までは同一

の監査人と契約をしているという状況が見られま

す。 

 ただ、これは法の立て付けといたしましては、

一度選定をしたものと３回連続で必ず契約をしな

ければならないというふうにもなっていないとい

うことでございまして、これまでやってきた内容

としましては、１年ごとに選定委員会を開きまし

て、年度ごとに外部監査人、前年度の実績等も勘

案しながら、選定をしているという形になってご

ざいます。 

 それから、今後の包括外部監査の在り方という

御質問でございます。 

 令和６年第４回定例会において御議決いただき

ましたとおり、令和７年度から９年度に関しまし

ては、包括外部監査を実施する年度として、条例

改正を御議決いただいたところでございます。 

 現在のところは、その３年間につきましては、

継続して実施をする方向性で考えておりますけれ

ども、法律上、自治法上、その会計年度を定めた

から、その間ずっと継続しなければならないとい

うこともございませんので、その辺のところは柔

軟に考えていく必要もあるのかなというふうには

考えてございます。 

 以上です。 

○河部 優委員 ありがとうございます。今御答弁

いただきましたけれども、３年間の総括について、

一定担当の課のほうからは、一応そういう感じで

御答弁いただきました。 

 確かに毎年、議会のほうにも示されて、一定の

説明もされておりますので、どのような内容で実

施をしてどういうものが成果としてあったのか、

あるいは課題としてあったのかというのを理解し

ております。 

 けれど、一定この３年間実施して、今回違う監

査人に代わっての契約になっていくので、これま

で実施をされた鳥生監査人については、どういっ

た観点で調べていただいて、市にどんな効果があ

ったのかというのは、一定やっぱり全体的な総括

としては、要るのかなというふうに思いました。 

 もう１つは、この包括外部監査の財源について

は、過去に、例えば令和２年に行われた議会にお

いて、山本市長が当時議員時代に、議員定数を削

減されて、その財源をもってこの包括外部監査を

導入するというようなやり取りも、これを含めて

あるわけです。 

 そこまでして実施をした包括外部監査について

は、一定市長としても、どのような効果があった

のか、市長の口からやっぱり総括というものは聞

いてみたいなというふうに思っております。 

 来年度以降も実施するかどうか、条例について、

一応令和９年までということは盛り込まれており

ますけれども、一定、実施するかどうかというの

は、特にそこに明記されているからといって実施

するかどうかは、特に理由としてはないというふ

うな御答弁もございました。 

 私はこの導入されるときにも、一定質問として

申し上げたんですけれども、外部監査でしっかり

と監査をしていくというのは非常に必要だと思い

ますけれども、やはり我々15人いてる議員が、行

政の行う事務に対し、しっかりとチェックをして

いくというものは、本来あるべき姿であって、や

っぱりそこがしっかりと機能していれば、包括外

部監査というものも本来は必要ないのではないか

というふうに思っているんですけれども、その点

について、改めて御答弁いただきたいと思います。 

○森行財政改革課長 包括外部監査の総括について

ということでございます。また、後ほど市長のほ

うからもあると思いますけれども、担当課として

でございます。 
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 包括外部監査を実施するに当たって、地方自治

法の規定でございます最少の経費で最大の効果を

上げることということが求められている、あるい

は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとい

うことが求められているということを念頭に置い

て、監査を実施していただいているというふうに

考えてございます。 

 これにつきましては、法的な要素でございます

ので、監査人の方が代わられても、恐らく変わる

ところはないのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

○山本市長 包括外部監査に関しまして、先ほど

質問がありましたので、お答えします。 

 まさに、これまでの議会の議論の過程があって、

その中で議員定数の削減があり、併せてこの包括

外部監査についての議論も活発に行われた結果と

して、こういった包括外部監査制度を政令市では

ない、中核市でもない自治体ではありますけれど

も、導入をして、議会にプラスアルファで、いわ

ゆるチェック機能というものを、まずは二元代表

制の中で、議会自体がチェック機能を発揮すると

いうのがまず第一ではあります。 

 これまでのやはり様々な問題があったという中

で、といいますのは、例えば会計の不適切な処理

であったりとか、それから公金の横領と、こうい

った問題がありましたので、それをさらにプロの

視点から監査をいただくということで、プラスア

ルファでチェック機能を担保していると、こうい

うふうにしていくんだという、そういうロジック

で導入をしたというふうに思っております。そう

だと思います。 

 その中で、この３年間で、公共施設のマネジメ

ントであったりとか、それから委託契約、それか

ら補助金等の財務事務に関して、監査をいただい

て、「意見」と「結果」を合わせると300件を超

える指摘をいただいたわけでございます。 

 この指摘の内容といたしましては、特に「結果」

の部分に関しては、やはり改善をしていかなけれ

ばいけない。特に改善をしていかなければいけな

いというものが、やはり出てきたというところで、

まさに気づきを新たに得ることができたと、こう

いったプラスの側面があったと思います。 

 いわゆる包括外部監査が、いわゆるほかの自治

体でもやられている監査テーマというのは、多岐

にわたるんですけれども、とりわけこの３つのテ

ーマで取り組んでいただけたことは、泉南市にと

っては非常によかったというふうに思っています。 

 ただ、この包括外部監査を実行していくに当た

って、やはり行政の職員も非常にそこに対して、

準備であったりとか、負担というものは存在しま

す。 

 ですので、しっかりと監査をしていただいて、

その指摘されたものを改善につなげていくという

姿勢を、これからも持ち続けていくのと同時に、

これをいつまでもやるというふうには考えており

ません。 

 ただ、ほかにも監査テーマとして、こちら側か

らこれをしてほしいということは、なかなか言え

ないわけですけれども、それぞれの監査人の視点

から、引き続き監査をしていただく必要があると

いうふうに考えておりますので、今回、議案を上

程させていただいております。 

 あくまでこの議会がチェック機能を最大限に果

たしていただいているというふうに思っておりま

すので、あくまで、それにプラスアルファでこの

包括外部監査というところが存在しているという

ことで、引き続きやらせていただきたいというふ

うに思います。 

○河部 優委員 ありがとうございます。もう最後

にしますけれども、一定この間行ってきたことに

ついては、市長のほうからも総括的に御答弁いた

だきましたけれども、やっぱり３年間やることに

よって、なかなかこれはもう過去のやっぱり何年

間の積み重ねの中で、やっぱりでき得なかったこ

と、あるいは不具合が起こっていたことも含めて

監査をして、出てきた問題やというふうにも思っ

ておりますので、それはそれなりに一定効果があ

ったというふうには思っております。 

 ただ、やはりこれをいつまでも続けていくとい

うのは、本当は我々の議会としてのやっぱりチェ

ック機能も問われてくるという問題にも、これは

私はつながってくるのかなと思うので、その辺は、

我々自身もやっぱり考えなければいけない問題か

なというふうに思っております。 
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 そういう意味では、今回これを議決して、新た

に監査をしていってもらう。こちらから一定、こ

んなテーマでしてほしいということは投げかけで

きないというふうな問題、監査人があくまで監査

人の視点で、どういうテーマでやっていくのかと

いうことになろうかと思います。 

 その辺は一定の効果を期待したいと思いますけ

れども、ただ、やっぱりいつまでも続けるもので

はないということは、今回の議案可決に当たって

は申し上げておきたいなというふうに思っており

ます。その点について、どなたか御答弁いただけ

たらと思います。 

○山本市長 いわゆる包括外部監査の監査いただく

領域というのは、基本的に財務事務というところ

が主戦場になるというふうに思います。 

 そういった意味では、いわゆるプロフェッショ

ナルの視点からチェックをしていただくというの

は、非常に有効であるというふうに思います。 

 ただ一方で、議会のいわゆるチェック機能とい

うのは、財務事務にかかわらず、市政全般に関し

て、やはりチェックをいただくということでござ

いますので、やはりそこは、何というんですか、

相反といいますか、こちら側、包括外部が立って

くれば、議会が問われるというものじゃなくて、

どちらも非常に重要なものであるというふうに思

ってございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、包括外部

監査というのは、一定のテーマを設けて本来今ま

でやっていた正しいと思っていた業務が、外部の

目からすると、これはちょっと直したほうがいい

よねという新しい気づきと、さらに、いわゆる業

務が改善をして、よい方向に向かっていくと。 

 いわゆる中核市や政令市がやっているような、

業務まで洗練することができるという側面もござ

いますので、そこは、期限を切って、いわゆるサ

ンセットというふうにありますけれども、一定の

期限を切って、見定めていく必要があるというふ

うに思います。 

 議員御指摘のとおり、これをずっとやっていく

というふうになりますと、いわゆる手段が目的化

するという懸念がございますので、その辺りは肝

に銘じて、しっかりと市政を進めてまいりたいと

いうふうに思います。 

○大森和夫委員 まず、前回というか、昨年度と比

べて契約の金額が増えています。その金額と、そ

れから協議会の中の説明では時間が増えたと。時

給というか、時間計算での報酬額は、報酬といい

ますか給料というかは変わらないけれども、時間

が増えたというふうな説明があったんですけれど

も、調査テーマは、これから決めることであって、

まだはっきりもしないから、どういうんかな、ど

れぐらいの前回よりも時間が増えるか増えないか

とかいうふうなことは分からない分野だというふ

うに思います。 

 それにかかわらず、今回こうやって増やした理

由、これは前回の経験からであれば、そういう理

由を、ちょっと説明してもらいたいというふうに

思います。 

 それと、監査委員の意見があって、適当である

と認めるというふうに言われていますけれども、

具体的にはどういう中身のことをおっしゃってい

るのか。 

 今もいろんな意見が出ていましたよね。中核市

とか、政令市は必要ですけれども、泉南市の人口

レベルでいえば、法的にも必要なものでもありま

せんので、ないというもちろん選択もありますの

で、適当であると認められるというのは、具体的

にどういう中身を指しておっしゃっているのか、

教えてください。 

 それから、監査委員は公認会計士か弁護士かと

いう選択になると思うんですけれども、いろいろ

お聞きすると、２人の方が今回、谷口さんが選ば

れましたけれども、谷口さんともう１人の方が申

し込まれて、谷口さんは公認会計士と、もう１人

の方は弁護士さんということで、２人が申し込ま

れて、審査会の中で公認会計士の谷口さんが選ば

れたということなんです。 

 公認会計士か弁護士かで、そういう区別はそう

いうことで選んだことはないというふうにおっし

ゃっていたんですけれども、前回の方も多分公認

会計士だったというふうに思うんですよね。 

 僕の経験で言えば、公認会計士がどんなものか

もよく分からないんですよ。ただ弁護士は、身近

な存在でありますので、どういう仕事をしてくれ



 

-5- 

るか、その守備範囲が非常に広いというふうに思

っているんです。 

 そういう守備範囲がいろんな広いこと、僕ら議

員が知っている人でも、市民から相談受けたりと

か、行政のことでもいろんな意見聞くのは弁護士

が聞くと。それは弁護士の守備範囲が広くて、そ

ういういろんなことに精通しているからというこ

とだと思います。 

 弁護士か公認会計士かというのは、非常にどう

いうんかな、判断基準になると思うんですけれど

も、ちょっと公認会計士を選んだ理由、協議会で

お話があったように、それは特別考えていないん

だということなのか、ちょっと改めてもう一遍説

明してほしいというふうに思います。 

 市長も包括外部監査をずっと続けていかないと

いうふうにおっしゃっていましたけれども、職員

さんの負担の話をおっしゃっていましたし、それ

から議会を含めて、やっぱり外部の力を借りなく

ても、やっぱりちゃんと議会も、それから職員さ

んらも、そういうことを解決する能力をやっぱり

身につけるということが大事だということもおっ

しゃったと思うんです。 

 やっぱり僕はもう外部監査人をやめて、その財

源があれば、やっぱり職員を増やす。そういうこ

とができる人とかを雇うなり、そういうことがで

きるように、市の職員の負担を減らしていくとい

うふうなことが大事じゃないかなと思うんです。 

 この監査人自身が言うてはったけれども、泉南

市みたいな小さなところで幹部というか、管理職

の方が幾つかの仕事を兼務している場合もあると。 

 だから、テーマごとで呼んでも同じ人が出てき

たりするんですか。そういうことを見ていると、

本当に職員さんの負担が大きいみたいな。 

 もちろんそのために監査委員の人はいろんな改

善していますということも、もちろん言われてい

るし、改善されていますと担当の方も言うている

けれども、やっぱり負担になっているのはもう間

違いないですよね。 

○古谷公俊委員長 質問してください。 

○大森和夫委員 政令都市なんかについては、やっ

ぱりもう、もっと大きな市ですね。法律で決めら

れたところもやっぱり市の職員がもう負担が大変

やと言うていましたね。 

 そういう意味で言うたら、一日も早くやっぱり

包括外部監査をやめるというふうなことが必要だ

と思うんですよね。その点、繰り返しの質問にな

りますけれども、僕はもう一日も早くということ

でちょっとお願いしたいんですけれども、その点

どうでしょうか、お答えください。 

○森行財政改革課長 幾つかいただきました。まず、

テーマ決定前であるにもかかわらず、時間につい

て、従事時間が増えたのではないかというお尋ね

でございます。 

 前回といいますか、鳥生監査人の提案であっ

た825万円と、今回の谷口監査人候補者の946万円

の差についてです。要は、この946万円が妥当か

という点になってくるのかなというふうに思いま

す。 

 公募型プロポーザル方式を採用したことについ

ては、前回も今回も同じでございます。公募時点

での上限額は消費税込みで、中核市以外の実施団

体の平均から980万円に設定をしてございます。

この範囲内で提案をしてくださいということでご

ざいます。 

 谷口監査人候補者は募集要項、こちらの範囲内

で応募をされたということになってございます。 

 費用の内訳としましては、協議会のほうでも申

し上げましたけれども、日額８万円掛ける105日、

それから諸経費で20万円、消費税込みで946万円

ということになってございます。 

 鳥生前監査人においては、同じ日額ですけれど

も、90日という実施日数と諸経費が30万円、税込

みで825万円ということでございました。 

 これら諸経費のところで若干差がございますけ

れども、日額も同じということでありますので、

鳥生氏との差があるとすれば、委員御指摘のとお

り監査の実務に当たっていただく日数ということ

になろうかと思います。 

 谷口氏からは、プロポーザルの応募に際して、

この議決をいただいたとして、７月から監査を実

施するとして、計画を立てていただいて、年度末

までの計画に沿った構想を提示いただいておりま

す。 

 前回と今回、両方ともプロポーザルで募集をし
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ておりまして、合計５人の方が応募をされており

ます。企画の提案をいただいておりますけれども、

この90日という企画を提案されたのは鳥生前監査

人のみでございます。 

 ほかの方は全員100日以上の従事日数を計上さ

れているということでございまして、特段、谷口

氏の提案が従事日数を多く取っているというふう

に評価はしておりませんでして、鳥生氏が大変低

廉な価格で提案をされたというふうに受け止めを

しているところでございます。 

 ただ、鳥生氏につきましても、作業実績報告、

日報といいますか、そういったものは提出をして

いただいておりますけれども、90日というプロポ

ーザル選定時の見積り日数よりも多くの時間をか

けて監査をしていただいているということでござ

います。 

 また、それに加えて、意見交換等の日数は、先

ほどの90日に含まず実施をするという条件で提案

をいただいているというところでございまして、

この令和４年度から令和６年度にかけて実施した

３年間につきましては、鳥生氏の提案が非常に泉

南市にとっても助かるといいますか、低廉な価格

での御提案であったということでございまして、

今回の谷口氏の提案金額については妥当であると

いうふうに判断をしてございます。 

 それから、監査委員が適当と認められるという

意見を付したという件についてでございます。 

 契約締結議案の上程の際には、監査委員にあら

かじめ意見を聞かなければならない、こういった

自治法上の規定がございます。 

 経過を改めて申し上げますと、４月14日付で市

監査委員に契約内容及び、粗々ではありましたけ

れども、スケジュールの見込みを御説明いたしま

した。 

 監査委員のほうからは、令和４年度から令和６

年度までの契約に比べて、先ほどのありました金

額が825万円から増額している件や、谷口氏のこ

れまでの包括外部監査に関わってきた実績などに

ついて御質問をいただいたところでございます。 

 その後、４月23日付で契約を締結することを適

当であると認めるとの御意見を頂戴したという状

況でございます。 

 こういったことから、現段階でお伝えできる内

容、谷口氏のこれまでの実施状況であるとか、そ

ういったところを監査委員のほうにお伝えをした

上で、契約の妥当性について御判断をいただいた

というふうに考えてございます。 

 プロポーザル方式を適切に実施し、選定委員会

を開催した上で、適切に選定された監査人候補者

との契約であるとお認めをいただいたと受け止め

ているところでございます。 

 それから、公認会計士と弁護士というお話でご

ざいます。 

 包括外部監査につきましては、契約を締結でき

る者が、これも自治法上の規定がございまして、

弁護士または公認会計士、それから会計検査院と

会計検査を実施する機関、行政機関において一定

期間以上会計検査に関する事務に従事した者など

となってございます。 

 先ほどありましたとおり、今回も前回も同じく

公募型のプロポーザル方式を採用しておりまして、

応募者が選定委員会において監査業務の企画提案

を行い、審査の結果として公認会計士の方が選定

されたということで、士業の種類を限定した、あ

るいは士業の種類に応じて審査の方法を変えたと

いうことではございません。 

 他の実施団体においても同様の手法が採用され

ていると思いますけれども、大阪府及び政令市は

弁護士、中核市７市については、１市のみ弁護士

で、あとの６市は公認会計士という状況になって

ございます。 

 弁護士につきましては、自治法上の規定として

１つ上げられておりますのは、地方公共団体は法

令に基づき事務を処理するものであるから、弁護

士の有する法律に関する専門的知識が、地方公共

団体の監査に有用であると考えられたから。 

 それから、公認会計士につきましては、民間に

おいて監査を生業としていることや、企業会計に

関する専門的知識が、地方公共団体の監査に有用

であると考えられたからというふうに、法律のほ

うで定義をされているところでございます。 

 いずれの資格を取りましても、包括外部監査と

して適当であるという法の立て付けになってござ

います。委員の御意見として、弁護士さんのほう
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が、守備範囲が広いという御意見がございました

けれども、公認会計士の方でも適切に監査を実施

していただけるものというふうに考えてございま

す。 

 それから、職員の負担についてということでご

ざいます。 

 今回の谷口監査人候補者とも、前鳥生監査人の

ときと同様に、ヒアリングの時期でありますとか、

やり取りをする時期につきましては、例えば議会

の開会の時期を避けるであったり、ヒアリングの

内容を事前にメールで各所管課とやり取りをする。 

 そういったところで、ヒアリング時間の短縮と

いうような工夫、配慮をしていただくということ

につきましては、谷口監査人候補者との面談の際

にもお伝えをしておりますし、候補者自身もこれ

までの経験から、自治体の事情については、理解

をされているということでございました。 

 具体の監査のやり方を今後協議していく中で、

御議決賜った暁には、監査人候補者のほうと一定

調整をしながら、職員の負担とならないようにと

いうことで、取り組んでまいりたいというふうに

考えてございます。 

 ただ一方で、監査後の指摘事項について、やは

り「結果」とされたものについては合規性、違法

性、正当性という観点から、是正改善を求めるも

のということになってございます。 

 この分につきましては、できるだけ限り早急に

是正改善を進めていく必要があるというふうには

認識をしてございます。 

 なかなかこういったことで是正改善、これまで

のやり方を改めるということになりますと、程度

の差は個々具体にあるにせよ、やはり一定、職員

の負担ということになる部分がないとは言えない

とは思いますけれども、一時的に負荷がかかった

としても、是正改善が必要な部分については、解

決というか、改善していくように進めていくべき

ものというふうに認識をしてございます。 

 以上です。 

○大森和夫委員 １日８万円ですかね、８万円です

ね。これは日報が出されるということなんですけ

れども、例えばこれ具体的に、あれですか、１日

泉南市に来たときは、１日働いたということです

るのか。 

 ただ、電話１本、メール１本、そんなんでもす

るのか、そういうことのチェックというのは、そ

の日報を見れば分かるのか、その辺はどうなんで

すか。 

 丸々一日泉南市におるということではないんで

しょうね。この１日の計算とかは。短時間でも、

何か関わったら１日として計算するというふうに

なっているんですか。その辺のところははっきり

しているのか。 

 それと、もしくは90日間、何日かの計算ですけ

れども、もしくはそれより短く済んだ場合は、そ

の分は返金とか、契約額が下がるとか、そんなふ

うになっているのか、それについてお答えくださ

い。 

 それと、監査委員の意見で言えば、包括監査が

必要とかということじゃなくて、包括監査すれば

こんな成果があってとても適切なものですと、適

当なものですということではなくて、契約に妥当

性があって、適切に契約が行われるということな

んですね。その辺ももう一遍確認したいというふ

うに思います。 

 あと市長のほうも、いつまでもやる気がないと

いうふうにもおっしゃったけれども、例えば僕は

今言うたように、外部監査の人をやめて、そうい

うお金があれば、職員さんを増やすとか、日頃か

ら職員同士で違法なことがないかとか、外れてい

ることがないかとか、お互いチェックするような

そういうことをふだんからやっていくと。 

 これは、前のいろんな泉南市の不祥事のことで

言われていることですけれども、そういうことを

やっぱり徹底してやって、風通しのいい職場づく

りを進めていくと。 

 だから、そういう市長のほうでは、包括外部監

査に代わる、どんな体制を考えておられるのか、

やめる時期というのは、どういう時期のことを判

断基準としてされているのか、その点についてお

答えください。 

○森行財政改革課長 日当についてのお尋ねでござ

います。 

 これにつきましては、従事場所を市役所という

ふうには限定をしてございません。包括外部監査
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人の事務所においても従事をなされるということ

はあるということでございます。 

 ちょっと手元に日報がございませんけれども、

従事時間につきましては、１日当たり８時間か７

時間45分かだったと思いますが、そちらの時間数

というふうに認識をしてございます。 

 それから、契約の妥当性、監査委員がというと

ころでございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、監査委員に対し

て私どもも今の段階でお示しできる情報というの

は限られております。監査委員においても、判断

をするに当たっては、私どものほうから御提供し

た情報に基づいてしか判断ができないものと思わ

れます。 

 現段階においては、この契約については、手続

については、瑕疵なく妥当性があるというふうに

御判断をいただいたというふうに受け止めている

ところでございます。 

 それから、包括外部監査をいつ終結させるのか

という点についてでございます。また、終結をさ

せる基準といいますか、どうなればいいのかとい

うことでございます。 

 一定、包括外部監査導入に際しましては、包括

外部監査と、それから内部統制と内側と外側と、

それを両輪として市の財務事務の体制強化に努め

ていくということになってございます。 

 その財務事務の体制の強化がなったというふう

に判断をされたときにはというふうに考えてござ

います。 

 以上です。 

○古谷公俊委員長 もう簡潔にお願いします。 

○大森和夫委員 もう１つ聞いたのは、外部監査の

代わりの体制です。今も言うたように、僕なんか

はやっぱり市の職員でそれはやっぱりすべきやと。 

 それから、外部に頼らんでもできる体制をつく

るべきやということを言うたんですけれども、そ

の点です。 

 例えば、いつまでたっても何かあればもうずっ

と必要ということでする気はないとおっしゃった

んだから、その代わりの体制というのは、どんな

ふうに考えているのか。体制づくりというのはや

っぱり今からでも考えていってもらわなあかんの

ですけれども、そういうところがあるんですかと

いうことをお聞きしているんです。 

○山本市長 まず、先ほどからの答弁で申し上げて

いますとおり、この包括外部監査を導入するに至

った経緯というところも、先ほど説明させていた

だきましたけれども、いかにして様々な問題が起

きて、それをやはり何とか組織として対応してい

かなければいけないということを深刻に考えて、

中核市でもなく、政令市でもない自治体、泉南市

がそれを導入するということで始まったものです。 

 以前も申し上げましたけれども、いわゆる中核

市と政令市に当たらない我々のような自治体で導

入している自治体は全国にあります。 

 そういった自治体では、基本的にはいろんな理

由があるにせよ、泉南市のように問題が起きて、

それを解決するために１つの手法として、包括外

部監査を導入された自治体というのがあります。 

 また、調べていただけたらと思いますけれども、

いわゆる中核市や政令市にはまらない、ではない

ような自治体が導入しているケースでは、いわゆ

る、ずっとそれを続けている自治体というのは非

常に珍しくて、町田市はずっと継続してやられて

いる自治体ではありますが、そうじゃないところ

に関しましては、やはり一定の期限を切られてい

るところが、相対的に多いのかなというふうな印

象です。 

 そんな中で、要はその職員が、自らの自浄作用

を働かせて、外の目と中の目を兼ね備えて、チェ

ック機能を果たせれば、それが一番いいんですけ

れども、やはりこれが正しいと思っていた業務で

も、これは違うんだなという新しい気づきを得る

という側面は、やはり今は現場で働いてくれてい

る職員よりも、いわゆる財務のプロフェッショナ

ルであるプロの方に見ていただくほうが、見つけ

やすいという側面があります。ですので、外部の

視点を、やはり一定程度必要だというふうに言っ

ております。 

 内部では、先ほど話がありましたように、内部

統制というところに取り組んでいる、この両輪で

やっているわけでございます。 

 内部統制に関しましても、本来はこの前も部長

会議で申し上げましたが、本来はこの制度がなく
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ても、職員一人一人が、これはリスク事案だよね

ということで、即座にこれを対処に回せるような

習慣がつけば、やはりこの内部統制の取組に関し

ましても、最終的には内製化してしまえば、それ

を特出ししてやる必要は、私はないと思っていま

す。 

 ただ、今このタイミングはまだ違うというふう

に思ってございます。 

 ただ、やはり手段が目的化しないように、職員

の皆様には、何のためにこれをしているのかとい

うものを、改めて組織として伝えていきながら、

この外部監査に関しましては、職員の中で、もの

を新たにつくるというわけではなくて、気づきを

もらって、それをしっかりと業務に生かしていく

ということで、改善を期間限定でやらせていただ

いているということでございます。 

 そういった御理解をいただきたいというふうに

思いますし、例えば包括外部監査を終わりました、

終わったからその財源を、職員を増やすために使

いますとか、その話はまた別のロジックだという

ふうに思っておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○古谷公俊委員長 ほかに。――――以上で本件に

対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森和夫委員 反対です。いつも言うていますけ

れども、泉南市の市の大きさでは、この外部監査

はやる必要がないものです。 

 泉南市の状況を考えますと、いろんな見方あり

ますけれども、行政の側がよくおっしゃるのは、

もう財政大変だからというふうにおっしゃると。

あと職員の状況を見れば、やっぱり仕事の負担が

多くなって、兼任のこともありますし、やっぱり

なかなか仕事を休んだり、辞めていく方も増えて

いると。 

 そういう状況を見れば、やっぱりもう外部監査

というのはやめて、そういう意味で職員の方を増

やすとか、財政難と言うんやったら、その部分を

何回も還元するとかいうようなことを、やっぱり

考えることだと思います。 

 結局外部の目が必要だからというようなことを

言うていたら、いつまでたっても、どういうんで

すかね。それは必要と言えば、もうそれでずっと

続けていくというものではないというふうなこと

はおっしゃりながら、やっぱり今そういう体制を

づくりを、代わるものの体制づくりをしていない

と。 

 体制は別に職員を増やさんでも、今までしてき

た、くみとり券のときとか、プール事故とか、あ

の時に何度かあったような、ああいう組織の改善

の提案をやっぱりもう一遍原点に返ってやってい

くと。 

 風通しのいい職場をつくっていくとか、そうい

うことの努力ということで対応できるし、そうい

う努力をしていないから、外部監査に頼るんじゃ

ないかというふうな、そんな気もしてしまいます。 

 いつかやめるというけれども、やっぱり期限を

決めずに、前回は３年間やるということの提案や

ったでしょう。そやから、そういうので。 

○古谷公俊委員長 討論をしてください。 

○大森和夫委員 矛盾なんで、矛盾していると思い

ます。討論しているやん。何なんですか。質問し

てるんですか。 

○古谷公俊委員長 質問に見える。 

○大森和夫委員 いや、見えへん、見えへん、質問

していないよ。 

○古谷公俊委員長 早くしてよ。 

○大森和夫委員 質問していないよ。 

○古谷公俊委員長 早くして。 

○大森和夫委員 早くしてほしかったら、もう口出

さんといて。ちゃちゃ入れんといて。 

○古谷公俊委員長 いや、委員長やから。 

○大森和夫委員 ちゃちゃ入れんといて。 

○古谷公俊委員長 委員長やから、口出します。 

○大森和夫委員 いやいや、それはもう質問が終わ

ってからにしてください。 

○古谷公俊委員長 もう25分やっているんですよ。 

○大森和夫委員 質問の途中で、何分したらあかん

という規約があるのか、規則があるのか。 

○古谷公俊委員長 あります。 

○大森和夫委員 何分したらあかんのか。 

○古谷公俊委員長 15分、15分。 

○大森和夫委員 そんな規則、どこに書いてあるの

か。 
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○古谷公俊委員長 あります。 

○大森和夫委員 どこに書いてあるのか。 

○古谷公俊委員長 常識の範囲でお願いします。 

○大森和夫委員 常識の範囲って、どんな常識なの

か。15分が常識なのか。 

○古谷公俊委員長 もう早くしてください。 

○大森和夫委員 早くしてほしかったら、もうちゃ

ちゃ入れんといて。 

 そういうことで、だからいつ終わるかというこ

ともやっぱり明確になっていないということで、

こんな財政難とか、職員の今大変な状況を見れば、

やっぱり一日も早くやめると、そういう体制をつ

くるということを訴えて反対討論とします。 

○古谷公俊委員長 ほかに。――――以上で本件に

対する討論を終結いたします。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○古谷公俊委員長 起立多数であります。よって議

案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号「工事請負契約の締結につい

て」を議題とし、質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○大森和夫委員 老朽化のために改善、更新という

ことなんですね。改善される点、単純に古いもの

を変えるということじゃないと思うんですよね。

新しくより良いものになっているんじゃないかと

思うので、この更新に伴って改善される点という

のがあれば、教えてほしいというふうに思います。 

 それから、災害時の活用、この防災放送のちょ

っと活用方法について教えてもらいたいと。 

 全部更新するんですかね。更新するときに空白

期間というか、放送が使われへんようなときがな

いのかどうか、ちょっとその辺心配になったんで、

お答えください。 

○小原危機管理課長 今回の防災行政無線更新工事

については、聞こえにくい範囲というのがあるの

は承知しております。 

 聞き具合の向上を目的とした更新ではないので、

全ての区域で聞こえ具合が向上することを約束で

きるものではありません。 

 しかしながら、今回更新するのは老朽化という

部分と、もう１つは、現在運用しておりますＭＣ

Ａ無線規格というこの現行の無線の規格が廃止さ

れることに伴って、全ての無線局を更新するもの

ですので、よくなったと言いますと、ＭＣＡ無線

から自局発信という形になるんですけれども、泉

南市の庁舎の屋上から、全ての子局に向かって電

波を出しますので、ＭＣＡの基地局とかほかの事

業者がやっている民間の無線規格と違って、電力

さえあれば、間違いなく全ての子局に送信できる

ということが、防災時のメリットであるかなとは

思います。 

 続きまして、放送が途切れることがないのかと

いうことのお話があったと思うんですけれども、

まさしく御指摘のとおり、ＭＣＡ規格で運用して

いるところから、新しい自局発信に切り替えます

ので、令和７年、令和８年に関しては並行運用と

いいまして、ＭＣＡの電波も出しながら、新しい

自局発信の電波を出しつつ工事を行っていきます

ので、数日ちょっと１日、２日とかというのが途

切れることがあるかもしれませんけれども、基本

的には子局は全て、ずっと放送し続けた状態で更

新を行っていきます。 

 以上です。 

○大森和夫委員 聞こえにくい範囲がまだあるんで

すと。最初つくるときは、聞こえない範囲をなく

すように、できるだけやるというようなことも言

うていたし、聞こえないところがあって、声を大

きくしたりして、もうハウリングしたりして余計

に聞こえにくいとかということがあったけれども、

そういうことを改善してきてもらって、聞こえに

くい範囲というのは、もう解消してきているんか

なと思ったけれども、やっぱりそういうところと

いうのは幾つか、改善が必要だと思われるところ

は幾つかあるんですかね。その対応をお答えくだ

さい。 

 それと、市役所から発信するやつは、電力さえ

あれば大丈夫ですと、そういう答弁をされたと思

うんやけれども、市役所のほうは自家発電とかし

て、電力が途切れることというのは、あまり心配

ないようになっているんですかね。ちょっとその

点についてもお答えください。 
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○小原危機管理課長 現在、代表的な場所として、

男里方面であったり、新家方面の一部が聞こえに

くい部分があるということを、うちのほうでは確

認しておりまして、今回の更新で子局を増設して

おらんのですけれども、スピーカーのちょっと出

力を上げたスピーカーにするであるとか、そうい

ったことで改善できて、音達の空白区域が減少す

るような配置は行っております。 

 市役所からの発信ですけれども、委員のおっし

ゃるとおり、市役所には自家発電装備があります。

それによって電力が途切れることはないと思って

おりますので、基本的に自局で泉南市から発信す

る設備ですので、電源がある限りは発信ができる

と。 

 ただ、市役所自身が倒壊するであるとか、子局

自身が倒壊するということになれば、そこからの

放送はできなくなると思います。 

 以上です。 

○大森和夫委員 ひょっとして市役所が倒壊したら

とかの対策というのは、もうちょっとこれは範囲

を超えるかもしれませんけれども、そういうのは

あるんですよね。ちょっと。簡単にでも。 

○古谷公俊委員長 もう答えられる範囲で。 

○小原危機管理課長 放送を発信する設備としては、

市役所だけなんですけれども、市役所にある親局

と同等の設備を持った補助局というのを消防署に

置いております。これは現在もそうなんですけれ

ども、親局の設備がダウンした際に、それと同等

のことができるように、補助局というのを消防署

に置いていますので、そこまでの対応になってお

ります。 

 以上です。 

○河部 優委員 これは協議会のときにちょっと出

ていたかもしれないんですけれども、今回防災無

線の更新工事ということで、この更新期間という

んですか、何年使って、これを今回更新するのか。

今回更新したやつを何年大体使う予定なのか、ち

ょっとそれだけ教えてください。 

○小原危機管理課長 現在の設備は平成18年から約

４年ほど使って、今の60局を設置しております。

約20年弱たっておるんですけれども、メーカーか

らの推奨期間では、もう20年で更新してください

と。 

 ただ、今回流用します柱であるとか、そういっ

たものは、20年超えても30年ほどいけるというと

ころまではいただいております。 

 今回更新したものが、次どれだけいけるかとい

うことになりますと、おおむね15年から20年とい

うお話はいただいております。 

 以上です。 

○古谷公俊委員長 はい、オーケーです。ほかに。

(「ちょっといいですか」の声あり） 

○田畑 仁副委員長 ごめんなさい。 

○古谷公俊委員長 ごめんなさいね、工藤委員。 

○工藤智恵子委員 すみません、私の地域もちょっ

となかなかスピーカーが聞こえない地域になって

いるんですけれども、それを補う方法として、防

災アプリもあると思うんですけれども、防災アプ

リ、今日もしかしたら資料がないかもしれないで

すけれども、防災アプリが、泉南市の人口に占め

る割合というのは、今分かりますでしょうか。 

○小原危機管理課長 ダウンロード数ということで

いうと、五千数百というところまで行っておりま

す。泉南市のスマホを持っている割合がどれだけ

かはちょっと分からないんですけれども、ダウン

ロード数としては五千数百というところです。 

 以上です。 

○谷藤麻由奈委員 よろしくお願いいたします。 

 契約金額が約３億6,000万円と非常に高額な金

額となっているんですけれども、防災アプリのダ

ウンロード数も5,000以上とどんどん進んでいく

中で、ほかの情報発信手段とか、そういった整備

もこれからどんどん進んで、こういったアプリを

活用した方法などが進んでいくのかなというとこ

ろで、お伺いしたいと思います。 

 今回の更新に当たって、まず対象となっている

無線の台数、まずこの数について教えていただけ

ますか。 

○小原危機管理課長 現在運用している設備が子局

が60局で、親局がここにありますが、１つ。それ

と消防署にある補助局ということで、親局、補助

局、子局60局ということと、今回子局のほうは配

置を見直しまして、52局に減らしております。 

 以上です。 
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○谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。今回の

更新によって、まず安定した運用が図られている

ことは何よりなんですけれども、将来的な見直し

や効率化の方向性について、今後この台数の見直

しとか、そういったことは行われる予定があるの

かどうか、その点についても、将来的な見通しが

あれば教えてください。 

○小原危機管理課長 現在おおむねスマートフォン

の所有率というのが78％というような統計が出て

おります。75歳以上の人はちょっと難しいのかな

と思うんですけれども、あとは子どもさんとかは、

当然まだスマホとかは持っていないんですけれど

も、これが約20年ぐらいたつと、ほぼほぼ全年齢

でスマートフォンが行き渡るというか、高齢者に

向かっては。 

 そのときには、スマートフォンを使った防災情

報の発信というのもあるんですけれども、先ほど

もお話しさせてもらったように、スマートフォン

というのは携帯電波を使った放送になりますので、

携帯電波のほうがダウンすると、情報発信ができ

なくなる。 

 ただ、防災無線のほうは自局発信で、うちで電

波を出していますので、うちの設備さえあれば、

防災情報が発信できますので、スマートフォンを

全員の方が手にしたという段階で、これが全て要

らなくなるということではないと思っており、

徐々に縮小する可能性はありますけれども、現段

階では完全に取って代わるというふうには考えて

おりません。 

 以上です。 

○田畑 仁副委員長 ちょっと議案に沿った質問だ

け、１つだけなんですけれども、今答弁を聞いて

て、この議案については、あくまでも更新の議案

でしょう。 

 質問の中で音の改善の質問が出て、今御答弁い

ただいたんですけれども、この更新によって、こ

れ最後、この更新によって音の改善の可能性はあ

るんですか、ないんですか。 

○小原危機管理課長 全てのスピーカーを交換しま

すので、音質、それから音達範囲も含めて改善さ

れると思います。 

 以上です。 

○阿児副市長 若干補足をさせていただきます。 

 小原課長の説明の中で抜けておりますのが、今

回防災行政無線で、音達で改善しなあかんところ、

絶対やらなあかんところ、これは津波、浸水想定

区域の方は、地震によって津波が来たら必ず逃げ

なあきませんので、そこは、かなり聞こえないと

ころをなくす形で、今回、子局の聞こえ方の見直

しを行っております。 

 津波浸水想定区域以外の市域に、全て音達する

ということを、そもそもこれは想定していません、

この防災行政無線は。 

 ですので、津波浸水想定区域以外のところで音

達が改善できているというところは、スピーカー

の改善にとどまっているというところでございま

す。 

 子局が減っておりますのは、これは何で減った

かというと、聞こえるところを少なくしたんかと

いうことじゃなくて、とりわけ津波浸水想定区域

で、音がかぶって逆に聞こえないところが出てく

ると、それを、子局を整理した上で、音質と音量

を改善して、広くその区域内には伝達できるよう

にするという改善はもちろんしているところでご

ざいます。 

○田畑 仁副委員長 よう分かりました。 

○古谷公俊委員長 以上で本件に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって

議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号「南部大阪都市計画信達岡

中・幡代地区地区計画の区域内における建築物及

び緑化率の制限に関する条例の制定について」を

議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○大森和夫委員 ３月議会のときに、南部大阪都市

計画幡代三丁目地区地区計画というのが出されて、

これも可決しましたけれども、同じ幡代というこ
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とで、この区域との関連ということがあるのかど

うか。 

 それからあと、進出する企業なんかがもう決ま

っていれば、それに関する情報とか。 

 それからあと、交通対策とか、３月議会のとこ

ろでいえば、農地との関係がいろいろ議論あった

みたいですけれども、ちょっとその辺のところが

分かれば教えてください。 

○鵜戸都市整備部次長兼都市政策課長 まず、３月

議会でありました幡代三丁目地区との関連という

ことになるんですけれども、今回上程させていた

だいているところは、そこの横、隣接地というこ

とになります。 

 あと、進出する企業ですけれども、株式会社フ

ォレストモールで、本店は東京都新宿区にありま

して、近隣型ショッピングセンターの開発を行っ

ておりまして、主にスーパーマーケットを核とす

るショッピングセンターを手がけている会社にな

ります。 

 あと、農地の関連ですか。(「なかったらいい

ですよ」の声あり）特例でいくということで、今

回大阪府からは意見等というのは出ておりません。 

 以上です。 

○大森和夫委員 隣接地で、３月議会と６月議会に

分かれた理由というのはあるんですか。進出企業

の関係ぐらいのことですか。特別理由があるんな

ら教えてください。 

○鵜戸都市整備部次長兼都市政策課長 これは、提

案者が別というところと、提案された時期が変わ

ったというところです。 

 以上です。 

○古谷公俊委員長 おっしゃるとおりですね。 

 ほかに。――――以上で本件に対する質疑を終

結いたします。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって

議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号「特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を

議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○谷藤麻由奈委員 お願いいたします。こちらの特

別職の給与に関する条例の一部改正について、本

議案は、市長、副市長、教育長の３名の特別職が

それぞれの立場で責任と覚悟を示され、報酬を一

定期間減額するものでした。厳しさを増す本市の

財政状況や、今後予定されている大規模事業への

備えを見据えて、市長のリーダーシップの下で判

断されたものと理解しております。 

 実際に、令和５年度の決算では、経常収支比率

が 101.2％と非常に高く、類似団体の平均

の93.6％と比べても、構造的な厳しさがうかがえ

ます。 

 一般質問でも問題提起いたしましたが、今後は

西信達の義務教育学校の整備であったり、清掃工

場の建て替えといった、財政的にも大きな事業が

控えております。 

 そうした中で、まずは市の経営を担う立場にあ

る特別職が自ら率先して姿勢を示すことには、大

きな意義があると受け止めております。 

 一方で、先日の協議会の中でありましたが、こ

のようなカットが、将来的に職員全体に波及する

のではないかといった懸念の声もありました。 

 そこでお伺いしますが、今回の措置は、期間を

定めた一時的な対応であって、対象はあくまで市

長、副市長、教育長に限られるという理解でよろ

しいでしょうか。 

 また、一般職の給与や処遇には一切関係しない

という理解でよろしいですか。 

 あと参考までに、大阪府内で同様の特別職の減

額措置を講じている自治体がありましたら、分か

る範囲で結構ですので、他団体の状況も教えてい

ただけますでしょうか。 

○北野秘書人事課長 それでは、ちょっと順番は逆

ですけれども、まず他団体というところからなん

ですけれども、カットにおきまして、団体の中で、

政令指定都市等を一部除きますが、41団体中、市

長におきましては24団体がカットをしていまして、

副市長におかれましては21団体、教育長におかれ
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ましても21団体というところでカットというのが

行われています。 

 これは令和６年４月の時点なので、すみません、

令和７年４月のところまでは、詳しい資料として

はないんですけれども、あくまでも令和６年４月

の時点の資料での提供とさせていただきます。 

 今回のカットなんですけれども、副市長、教育

長、市長は現在カットしているんですけれども、

特別職におきましては時限的なもので、市長の任

期までというところにしております。 

 あと、職員のところなんですけれども、人事課

としての答えなんですけれども、職員については、

やっぱり安定した給与であったり、職務の継続性

や専門性というところを考えて、また、人材確保

というところの問題もありますので、多々いろい

ろ労働条件の安定性など考慮しまして、職員につ

いての減額は、今のところは考えておりません。 

 今後につきましても、そこのところはやっぱり

慎重に考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。今回の

措置は一般職の給与、処遇には一切影響がないと

いうことでした。 

 一方で、協議会では、報酬の減額が続くと今後

責任ある立場を引き受ける人材が集まりにくくな

るのではないかといった御意見も出されておりま

した。 

 実際に、市民サービスの根幹を支える人材の確

保は、今後の自治体運営においても非常に重要な

課題だと考えます。 

○古谷公俊委員長 谷藤委員、ごめんなさい、趣旨

がちょっと違う。特別職のあれなんで。一般職の

それは出ていないから。 

○谷藤麻由奈委員 その影響がないということで。 

 ただ、今回時限的な政策で、確認なんですけれ

ども、今回の報酬カットによって見込まれる財政

的な効果について、年間及び任期全体でどれぐら

いのものになるのか、その額についてお示しいた

だきたいと思います。 

○古谷公俊委員長 額が分かるかな。人事課長、分

かる範囲で。 

○北野秘書人事課長 今御質問がありました任期の

期間中で、どれぐらいの効果がというお答えなん

ですけれども、すみません、今の御質問の御回答

から言いますと、特別職としての期間として、市

長の任期、令和４年５月22日から令和８年５月21

日までということで、市長の任期に合わせて、市

長、副市長、教育長、どれぐらいの効果が見込ま

れるのかというところでいきますと、市長におい

ては約1,200万円、副市長におかれましては約420

万円、教育長におかれましては約220万円程度、

合計で、特別職の効果としては1,860万円程度の

見込みでございます。 

 これは、あくまでも市長の在任期間の中での三

役での効果額の見込みになります。 

 以上でございます。 

○谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。対象が

特別職に限定されているという点と、一般職員へ

の影響がないという点、一定の効果額が期待でき

るという点で理解いたしました。 

 今後、こういった懸念の声にも一定の整理がつ

いたものと受け止めておりますので、丁寧な説明

を今後ともお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○河部 優委員 それでは、ちょっと質問させてい

ただきます。 

 さきの協議会において、ちょっと質問した内容

について、一定資料をいただいておりますので、

それに基づいて質問させていただきます。 

 今回の減額については、市長も含めた三役の直

接給料に関係してくることですので、減額をして

市の財政に一定の効果をもたらすというのは、そ

れはそれなりの決意を持って出されているんだと

は思います。 

 一方では、やはり給料というのは、それぞれの

生活をしていく上での大事な給料でございますの

で、私は安易にやっぱりカットしていく、どれだ

けの効果が上がるんかは分かりませんけれども、

カットしていくというのは、本当にそれぞれの生

活、今、結構物価高騰も含めて様々なものが値上

がりしておりますので、幾ら高い給料をもらって

いたとしても、やっぱりそのカットがどのような

影響が出るのかということを心配するわけです。 
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 報酬審議会の関係で、協議会で質問させていた

だきました。直近の報酬審議会の関係でいきます

と、平成27年に出された審議会の答申でいきます

と、当時の市長の報酬が88万円から91万円に引き

上げられております。 

 これは、そのときの社会情勢なんかを鑑みて、

一定引上げがされたものというふうになっており

ます。ただ、その間においても、年度ごとに一定

の減額、カットをされているという年度もござい

ますけれども、一定、そういう金額に上がってお

ります。 

 それで、この16年間、一定報酬審議会等が開催

されずに、平成23年に改めて審議会に、いわゆる

諮問されて答申がされております。このときにつ

いては、現行91万円から市長の報酬については85

万円に引下げという答申になっております。 

 この85万円が、現在まで引き続いてなされてい

る金額になっています。 

 なぜこのときに引下げになったのかといいます

と、その前年度平成23年に起こった東日本大震災、

こうしたものを受けて、一定全体的に影響が出た

ということも含めて、引下げの答申が出されたと

いうふうな状況であります。 

 それ以降、審議会は平成28年に改めて開催をさ

れているんですけれども、現行据置きのままとい

うことで、現在85万円の報酬になっております。

教育長、副市長についても、そのまま同じような

金額が答申をされております。 

 私は減額するのは、何％カットということでそ

れはそれで、そのときで提案をしたらええと思う

んですけれども、基本となるやっぱりベースとい

うものは、一定の期間をもって報酬審議会で諮問、

諮って、今の社会情勢に応じて引下げあるいは引

上げ、現行のままというような答申をいただいて

もいいのかなというふうに思っているわけです。 

 例えば今議会でもその報酬について、一定今の

状況に応じて、この金額が妥当なのかどうかも含

めて、市長のほうに報酬審議会の開催を求めてお

願いしているところでありますけれども、三役の

報酬についても、この機会に併せて一緒に審議会

に諮ってみてはどうかと思いますけれども、その

点どうでしょうか。 

○北野秘書人事課長 基本給ベースというところを

改正するというときには、やはり審議会というの

は必要というのは、人事課としても考えは持って

おります。 

 現在、ベースの基本給というところは、今回見

直しを行わずに、過去から継続してきたカットと

いう中で継続してきたので、今回、人事課としま

しても、審議会に諮る必要はないという判断を一

定続けてきたというところがあります。 

 人事の考えなんですけれども、当然、基本のベ

ース、基本額というところも、他団体におかれま

しても、当然改正があったりとか、状況を見たと

きに、泉南市の三役のベースになる基本給という

のが、一定金額が大き過ぎたり、少な過ぎたりと

か、そういったときには見直しが必要というとこ

ろで、そういうところがあれば、報酬審議会とい

うのは必要、開くべきじゃないかなというふうに

思っております。 

 すみません、こういう回答で申し訳ございませ

ん。 

 以上です。 

○河部 優委員 前回平成28年に審議会に諮ってか

らもう９年たっております。私は、こういった報

酬なんかについては、一定の節目となるような年

数を切って、例えば５年であるとか、５年で早過

ぎるというんであれば10年ぐらいとか、一定期限

を切って諮っていくというのは、必要なことなん

じゃないかなというふうに思うわけです。 

 今、人事課長が答弁されましたけれども、この

三役の報酬についても、審議会に諮っていくかど

うかという判断は、人事課でするんですか。 

○山本市長 市長を含めてその方針の本則の部分を

一応検討するような、いわゆる報酬審にかける、

このタイミングで、そういったことは検討してご

ざいません。 

○大森和夫委員 まず、さきの質問者のほうから、

令和５年の決算の中から、財政が大変なのでとい

う話がありましたけれども、令和６年度の普通決

算見込みが、この間発表されましたけれども、そ

れを見ますと、令和５年と比べて、実質収支は令

和５年は1,800万円の黒字でしたけれども、今回

は3.1億円の黒字と。 
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 実質単年度収支は、令和５年は1.8億円の赤字、

令和６年の見込みでは１億200万円の黒字と、地

方債の現在高は令和６年度は6.3％の減になって

いますね。 

 それから、基金も、３億円増えて73億円という

ふうになっていて、令和５年と令和６年を比べれ

ば、財政は改善されていると。いろんな上げ下げ

はありますけれども、多分いろんな市の職員さん

の頑張りとか、そういう結果、市民にも負担をお

願いしている部分もあるかもしれませんけれども、

取りあえずは、令和５年度よりは令和６年度、会

計見込みでいえば前進しているというふうに、改

善しているということが、１つ判断にも、今回の

特別職の給料もやっぱり考える材料にすべきでは

ないかというふうに思うんですけれども、その点

についてお答え願いたいと。 

 あと、いろんなこれからの学校の建て替えの問

題とかありましたけれども、この地方の自治体の

財政というのは、こういうのは本当に大変な金額

がかかりますから、その代わり借金をしてもいい

よと。それをできるだけ年度に分けてするとか。 

 それから、給料だけじゃなくて、ほかのものに

も影響があったらあきませんので、できるだけそ

ういう借金も認めていくわけで、そういうことを

活用してせえへんかったら、何々は校舎造るから

今度するから、何々するから、更新があるからと

か言うて、これに費用がかかるからとか言うて、

給料下げられたりとかしていたら、それはやっぱ

りやり方がおかしい。 

 いろんなものを、市民サービス削られておかし

いので、やっぱりそれイコール削減、報酬引下げ

というふうにもつながらないというふうに思うん

ですけれども、その点どんなふうに考えておられ

ますか。 

 あと、削減が、竹中前市長のときもずっと削減

が続いていましたよね。 

 これが今ずっとカットというのは、何年来続い

ているんですか、分かればちょっと教えていただ

きたいというふうに思います。 

 それと、教育長や副市長も納得されたというふ

うにおっしゃったけれども、これはあれですよね、

多分、どうなんですか、給料引下げてもいいかと

聞いたら、引き下げてもいいというふうになった

のか。 

 市長は、いや、普通で言うたらどう言うんかな、

箕面市の例を市長が出されて、箕面市は、市長よ

りも副市長、教育長の給料のほうが高いと。僕は

副市長とか、教育長の給与を引き下げたら、カッ

トをして、逆転現象が起こるのと違いますかと、

そういうことがないようなことがあったんですか

と聞いたら、箕面市はそうじゃないというふうに

おっしゃったんです。 

 だから、市長の判断で、教育長や副市長は、そ

ういう職種として頑張ってやっていると。そうい

う中で、財政も改善していると、ちゃんとした仕

事もしているので、カットをしませんと、そうい

う方針を持ってもらえれば、市長や教育長も、別

にそれに反対するようなことも多分なかったんじ

ゃないかというふうに思うんです。 

 どんなふうな形で話しされているのか、給料を

下げる、財政大変でこういう状況やから下げてい

いですかというふうにお聞きになったのか、ちょ

っとその辺のところもお聞きしたいと。 

 市長がもう下げませんというふうなことで言え

ば、また、市長、副市長や教育長の考えも変わっ

たんかもしれませんが、これを言うと、副市長は

いやいや私は下げてもらうというふうに言うかも

しれませんけれども、そういう提案の仕方は、ど

うなのかというふうに思いましたので、お答え願

いたいというふうに思います。 

○阿児副市長 何点か御質問いただいておりますけ

れども、財政の関係については財政課長のほうか

ら、それ以外の給料の関係は人事課長から後ほど

御答弁をいたさせますけれども、２点だけ、私の

ほうから。 

 まず１点は、どういう形で意向打診があったの

かということについては、委員協議会であります

とか、何回か御質問いただいているところでござ

いますけれども、今般、現在の市の状況について、

私どもに説明をしていただいた後に意向を聞かれ

て、私も教育長も、市長のお考えのとおりだとい

うことを判断いたしまして、減額の特例措置につ

いて、我々の同意という考え方を両名ともしたと

いうのが１点でございます。 
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 もう１点だけ私のほうから。先ほど、若干私の

聞き間違いかも分かりませんけれども、御質問の

中で、特別職の報酬がカットされると、市民サー

ビスが削られるのと違うかというような、不安が

あるような御質問があったかなと思うんですけれ

ども、もちろん大森委員もそんなことは、御発言

の中にあったと思うんですけれども、仮に、そう

いう御質問があるということであれば、特別職の

報酬の減額と、市民サービスが削られるというこ

とについては、一切関係ないというふうに思って

おります。 

 これ以外については、担当から御説明いたしま

す。 

○野澤財政課長 私のほうから、財政の関係につい

てお答えを申し上げます。 

 まず、１点目としまして、令和６年度の決算の

速報値をこの前の協議会のほうで御報告をさせて

いただきました。 

 主な点としましては、実質収支が３億1,000万

円であるとか、基金が増えている、地方債が減少

しているということで、総じて申し上げれば、令

和５年度の決算と比較した場合、改善傾向である

ということは言えるかと思います。 

 ただ、今申し上げました実質収支が３億円ある

ということでございますが、この中には、さきの

協議会でも申し上げましたが、一定の次年度の返

還金を含む決算となっておりますので、収支につ

いては均衡の状況であるというふうに考えており

ます。 

 また、経常収支につきましては、令和５年度

が100を超えるということですので、これ自体は

当該年度の経常的な支出に対して経常的な収入に

賄えていないということで、いわゆるバランスが、

悪いということになっておりますので、これは収

支を改善していく必要があると考えております。 

 ただ、令和６年度の決算につきましては、今ま

さに経常収支の積算をしているところでございま

すので、決算の認定時に当たりましては、その数

値を報告したいと思っております。 

 あと、令和６年度の決算見込みについてはこう

でありますが、やはり財政というのは将来的なも

のを見通す中で、運営していく必要があるという

ふうに考えております。 

 そういった中で、今後、特に大きな公共施設の

再編、これについては大きなお金が当然必要にな

ります。その中には、当然財源としまして、委員

からお話がありましたいわゆる借金、地方債とい

うのがございます。当然その地方債で、その事業

というのを賄っていくということが、公平性の観

点からということでも、地方債を借りるというこ

と自体が悪いことではないというふうに考えてお

りますが、その借金をしっかり返済できるかとい

うことが、１つ大きなこととなります。 

 そういう部分については、今後しっかり収支見

通しを立てて、確認というか、慎重に財政運営を

する必要があると思います。 

 また、施設を建てるときの当該年度に全てが借

金というわけには、賄えませんというか、起債の

充当率というのがございますので、100の事業に

ついて100借金ができるわけでもございません。 

 当該年度の税金のほうから、それを充てていく

ということがございますので、そういうことをし

っかり見通す中で、今の財政状況というのはやは

り楽観視できる状況ではない。やはり今後のこと

をしっかり見通した上で、財政運営を考える必要

があるというふうに考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○北野秘書人事課長 カットの件につきまして、い

つからかというところなんですけれども、市長に

おかれましては、平成７年９月からというとこ

ろ、10％から20％のカットというのを行っており

ます。 

 副市長におかれましては、平成９年４月から

９％から15％の中でカットを行ってきております。

教育長におかれましても、同じように平成９年４

月１日から、５から12％という範囲内でカットと

いうのは行ってきた経過というのがございます。 

 以上でございます。 

○大森和夫委員 将来展望して、財政状況を考えて

もらうということは、もう当然大事なことで、

日々そういう努力をされているのも評価するとこ

ろで、そういう結果が令和６年のこういう財政の

改善につながったと思っているんですよ。 

 ただ、今お話があったけれども、慎重に財政状
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況を考えるとか、バランスのことを考えるとかい

うことがありましたけれども、それと教育長や副

市長のカットとどうつながるんかということです。 

 だから、そんなここに手をつけんでもいいんじ

ゃないかということです。もうこれずっと平成７

年とか平成９年とか、ずっとカットをしてきてい

るわけでしょう。 

 職員さんには影響ないようにするとおっしゃっ

てもらいましたけれども、明言されましたけれど

も、職員さんには、モチベーションを上げたりと

か、やる気を出してもらうために成果があれば、

そういう人にはちゃんと給料を保障するというよ

うなことで、人事政策をしているわけでしょう。 

 こういう今、令和６年にこういう改善の見込み

になって、そういうことで頑張ってきた副市長と

か、もうこれから頑張ってもらう教育長に対して、

もう最初からカットというようなことをしたら、

そんなもん、そんな、どういうんかな、カットす

るというのはどうかなと。 

 やっぱりそういうやってきたことに対して、や

っぱり正当な評価をして、それを取りあえずはも

うカットはやめるとか、これをカットしたからと

いうたって、それで西信達義務教育学校なんかの

建て替えとか、それから清掃工場の建て替えの費

用が減るとか、これで改善しますというようなこ

とになれへんわけでしょう。 

 だから、そういうことを考えれば、あまり決意

とか、そういうのを見せるのはもう市長１人でも

十分と違うかなと。教育長や副市長は、やっぱり

給料をちゃんと保障して、やっぱり仕事をしても

らうということが大事じゃないかなというふうに

思うんですけれども、その点どうでしょうか。 

○阿児副市長 財政状況なり、今後の収支の見通し

は厳しいというのは、先ほど財政課長のほうから

御説明をさせていただきましたので、繰り返し申

し上げることはいたさないようにします。 

 それを前提に、先ほどの財政課長の説明を前提

に、この令和６年度決算についても、実質は収支

均衡ということで、赤字にならなくてよかったな

というような状況だということは、御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 それと、効果額自体がもちろんですけれども、

そんな大きな金額にならないというのは、我々十

分承知をいたしておるわけでございますけれども、

今のこれからの見通しも含めて、やっぱり厳しい

ということ。 

 それと、これまで歴代の市長さんのほうが特例

減額を実施されてこられたというのは、それぞれ

の当時の首長さんの御判断でされたというところ

でございますけれども、やっぱり共通の理解があ

ったのかなということで、これまでも厳しかった

し、今の山本市長のお考えは、恐らくこれからが

しんどいんだというところに重きを置いて御判断

されていると思います。 

 当然、市長だけじゃなしに、特別職である私ど

も経営者側の一員としまして、姿勢を示すという

のは、極めて大切なことなんかなというふうに理

解をいたしております。 

○大森和夫委員 もう一遍、１つ数字の確認なんで

すけれども、実質収支は何年連続黒字になってい

るんですか。ちょっとその点についてもお答え願

いたいということです。 

 それから、とにかく財政のことを言うたら厳し

い、厳しいということですよね。だからそれはも

う、それを言い出すともう本当に厳しさは、それ

はもうちゃんと正面から受け止めなあきませんよ。

そうやけれども、それと結局、市民の要望に応え

る職員さんにとっても、財政が厳しいというふう

に市民に言うと。何があったって財政が厳しいと。 

 議会で、あれこれ提案しても厳しいと。結局も

う見通しも何も見えないような、そんなことにな

っているんじゃないかというふうに思うんですよ。 

 せめてこういう改善の見通しがあるんやから、

副市長とか教育長とか、そういう方々の給料は元

に戻すぐらいの、４年間で1,860万円ぐらいの効

果額でしょう。年間で言うたら400万円ぐらいで

しょう。 

 このカットをするかどうかで、財政難どうの、

将来何々があるから、これから赤字になっても大

変なんかとか言い出すと、何にもこれ物が言えな

いようなことになりかねないんですわ。 

 だから、何にもさっきの学校の話とかありまし

たけれども、そうやって財政難、財政難というふ

うなことを言うていくと、ますます職員も市民も
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議会も、もう議論できないというふうになりかね

ない。 

 だから、せめてちょっと今回は、この給料につ

いては、カットというのをやめるぐらいの、もう

成果が出ているんやから。ぜひそういうふうなこ

とで検討してほしいというふうに思います。 

○野澤財政課長 私のほうからは、いわゆる赤字に

直近になっているのが平成21年度です。そこから

はずっと黒字ということでございます。いわゆる

赤字、黒字ということであれば、そういうことに

なりますが。（「何年かな、21年かな」の声あ

り）15年ぐらいですかね、15年ぐらいが黒字とい

うことになります。 

 いわゆる黒字、赤字というのは、その年度の今

までの累積がどうであるかということですので、

もし赤字になれば、その翌年度でそれを解消して

いくということになるので、財政の状況では、先

ほど申し上げたように、これからのいわゆる公共

施設というのは、多額の費用が必要になってくる

ので、その辺を含めると、厳しい状況があるとい

うことでございます。 

○大森和夫委員 だからといって、教育長や副市長

の給料をカットする必要はないと思います。 

○阿児副市長 財政が厳しいということで、職員が

市民サービスをどういうふうに限られた財源で最

大の効果を出して、職員のサービスの維持向上に

努めるかということを検討するに当たって、職員

が、財政が厳しいからということで、思考停止す

るというのは、これは一番いけないことだと思い

ます。 

 ですので、それは、我々は日頃から職員に対し

て、いろんな工夫をしながら事務を改善しながら、

市民サービスの維持向上のために、市役所全体で

組織のパフォーマンスを最大限に上げてサービス

を提供していこうということで、日々取り組んで

いるところでございます。 

 それと、財政事情が厳しいということで、カッ

トするというような言い方ではなしに、私どもは

今の現状を市民の方々も含めて、どういう状況に

あるかというところを、客観的に認識を共有して

いただくというのは、大変大事なことだと思って

おります。 

 その中で、先ほど財政課長のほうからも説明が

ありましたけれども、実質収支の話でありますと

か、経常収支比率の話でありますとか、地方債の

残高が土地公社を畳んだときの借金の影響もある

んですけれども、地方債残高が、ほかの類似団体

に比べるとやっぱり高い、残高が大きいとか、そ

ういういろんな客観的な事実を見た上で判断をい

ただくというのが、私は住民の方にもそういう情

報を提供するのは大事だと思っています。 

 決して、財政が厳しいから何もできませんとか、

財政が厳しいからカットしますというふうなこと

で申し上げているつもりはないということで、内

容について正しく御理解の上、御判断いただきた

いなと、このように考えております。 

○堀口和弘委員 すみません、もうあまりしゃべら

んとこうと思ったんですけれども、ちょっとお伺

いしたいなと思います。 

 さっき一般職の報酬、給与の話というのが出て

いましたけれども、そもそも一般職というのは、

なんですかね、法律とか、条例とかで勤務条件と

か、そういった部分に関しては、定められている、

勤務条件法定主義というんやと思うんですけれど

も、これによって定められていると。 

 当然、その職務の内容についての待遇であった

りとか、そういう部分については、地方公務員法

の14条１項かな、情勢適応の原則によって、一定

担保されているというところでいうと、今回の議

論の中では、多分一般職の議論というのは、ちょ

っとなじまないのかなというふうには思っており

ます。 

 この人事院勧告についてなんですけれども、こ

れまで一般職もそうですし、特別職もそう、それ

から、我々議会もそうですけれども、毎年人事院

勧告が出てきて、議会と一般職については、毎回

出していただいて、特別職については見送ってき

たという経過があります。 

 これは、見送ってきた経過で考えると、一定財

政難とかというところについて、そこに向けて決

意とか、責任の確保ですかね。さっき言うてはり

ましたけれども、示すというところでやられてい

ると。 

 これはこれでそうなんだろうと。ただ、人事院
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勧告の制度そのものについて、どう考えるのかと

いう議論は、またちょっと別のところでやりたい

なというふうに思うんですけれども。 

 今回、何かちょっともやもやっとするのが、何

でこれを時限的にやるのかというところです。金

額については、例えば増額をお願いする場合は、

報酬審で僕はいいと思うんですけれども、減額に

関しては、あくまで政治的な決定であって、これ

は、例えば泉南市議会が９年前にやった、給与の

減額、それもこれまでの減額もそうですし、それ

から議員定数の削減もそうですけれども、条例で

バチッと決め打ちでやっているわけですよ。恒久

的にやっている。 

 だから、例えば、これから後の人たちの待遇も

含めて、これでいくんですよというところでの決

意というのを、議会が９年前に示したというとこ

ろで言うたら、これはこれで一定僕は、おお、す

ごいことやんなと。時限的と違うねんやというの

が、それこそ今、泉南市議会が下げた分に関して

は、それがある種スタンダードになってきている。 

 だから、もう減額されたということは、もう既

に市民さんも我々議員も含めて、10％減額したと

いう事実は、もう既に記憶からずっと遠のいてい

くわけですよ。 

 ただ、時限的にやると、それがどんどん更新を

されていく。例えば市長が20％、副市長が９％や

っていくんであれば、その更新されるごとに、あ

あ、また減額しているんや、減額しているんやと

いうふうに捉えるんですよね。 

 だから、今回出されるんであれば、本来なら条

例で決め打ちで、もう減額した分を出すべきやっ

たと思うんですよ。 

 だから、そこは特別職と我々議会との扱いの差、

扱いの差というんですか、差というのは、僕は非

常に大きいんじゃないかなというふうに思ってい

ます。 

 だから、さっきの言うその情勢適応の原則で物

を言うならば、報酬審議会にかけてやればええと

思いますけれども、政治的な決断としてやられる

んであれば、これはもう恒久的にやるべきやと思

うんです。 

 だから、これは山本市長やから、じゃ次の市長

がどうやとかというんじゃなくて、今の泉南市長

の報酬として、正しい金額がこの金額なんですと

いうのを、もう条例で決め打ちするべきやったと

いうふうに思うんですけれども、まず１点目、そ

れについてお答えいただけたらと思います。 

○川端行政経営部長兼成長戦略室参与 条例でやる

べきというところなんですけれども、特別職の報

酬につきましては、議員も先ほどから、ほかの議

員さんもおっしゃられるとおり、報酬審議会を開

いて増やす、減らすというところを審議いただく

ということになっております。 

 過去、減らす場合も、報酬審議会のほうで本則

を触っているということもありますので、その辺

が、議員おっしゃっているところになるのかなと

いうふうに思っています。 

 ただ、今回につきましては、報酬審議会を開か

ずに特例措置として条例を出させていただいて、

期間を決めてやられているということになってお

ります。 

 これにつきましては、今の市長の考えもござい

ますし、特別職のお考えもあると思います。です

ので、こういう形で措置をさせていただいている

というところになりますので、御理解をいただき

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○堀口和弘委員 ありがとうございます。これはさ

っきも財政効果の話もされていましたよね。この

任期中幾らやという話もされていましたけれども、

じゃ議会はこれまで、例えば減額してからこの８

年間、９年目、それからさっきの外部監査制度に

よる議員の減員も含めて、一定財政効果というの

はあったはずなんですよね。あったはずなんだ。 

 例えば、議員の定数で言うと、一番最初は30人

で、昭和59年に初めて26人に減員をして、そこか

らずっと23、21、20、18、16、15人と、今までも

ともとの定数を半分まで減らしてきた。 

 じゃ、これまでの積み上げた財政効果というの

は、恐らく25億円から30億円ぐらいの財政効果に

はなっているんだろうという勝手な計算ですけれ

ども、になろうというふうに思うんですよね。 

 これは、今まで議会としても、時限的に減額を

したとか、時限的に定数削減したとかというのは
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一度もないと思います。これは、僕は竹中さんが

市長のときも同じ話をしているんですよ。何でこ

れ時限的やねんと、条例で、何で下げへんねんと。 

 さっき報酬審議会の話で言う、増やす議論とい

うところは、やっぱり報酬審議会にかけて、今の

情勢適応の原則も含めて議論をしていただくとい

うところは、非常に僕は大事なことやというふう

に思います。これはもう国家公務員法でも28条で

うたわれているし、地方公務員法14条の１項でも

うたわれていると思います。 

 ただ、減額に関してはあくまで政治判断である

ので、そこはじゃ任期中にじゃなくて、もう市長

の、副市長の金額はこれなんだというふうに決め

打ちをもう最初からすればええと思うんです。 

 言い方が悪いけれども、物すごい悪い言い方を

するけれども、それぐらいの値打ちしかないとい

う話になると思うんですよ。 

 だから、1,200万円の財政効果を得るんであれ

ば、稼いできたらいいという話やと思う。僕、減

額そのものには反対はしません。基本的には反対

ではないけれども、この出し方、そのものについ

ては、物すごく違和感を持っています。 

 だから、その責任と覚悟を示すんであれば、も

う条例でバチッと決め打ちして下げればいい。こ

れは多分協議会のときかな、聞かせてもろたんで、

あれやと思うんですけれども、給与カットをする、

当然ボーナスの部分も一応カットするというふう

にはお伺いはしているんであれですけれども、や

り方によっては、ボーナスカットしないというふ

うにやっているところも実際にあるというところ

からすれば、何年間に１回減額していますという

ＰＲをされるよりも、もう恒久的にバチッと下げ

るほうが僕はええと思うんです。 

 その辺は、ちょっと今答えと言われても、なか

なか難しいかも分かりませんけれども、何かお考

えがあればお示しいただけたらと思います。 

○阿児副市長 今、堀口委員のほうから御質問いた

だきましたけれども、いわゆる特例で減額する分

も、もうそれやったら、恐らく御質問趣旨は、条

例本則を触わりにいって、条例本則自体を下げて

やったらいいんじゃないのかという御質問の意図

だというふうに理解しております。 

 その前提でお答えをさせていただきますけれど

も、条例の本則を上げるのも下げるのも、恐らく

報酬審議会で議論した上で、条例改正するという

のが通常の手続になると思いますけれども、報酬

審議会で何を議論するかというのは、今まさに一

般職で、御指摘ありましたように、いわゆるその

情勢ですよね、社会情勢でどんな報酬、給与、給

料の水準があるべきなのかというところで、審議

会で議論をいただくというのは本線の議論だとい

うふうに考えております。 

 いわゆるカットを、例えば市長の任期中にカッ

トする、しないというのは、あくまでも減額の特

例措置を条例でお認めいただいて実施するという

ことでございますので、これはやっぱりその条例

本則の報酬の水準とは全く別の議論で行っている

ということでございます。 

 通年の４年間でそれをするんだから、もう条例

本則を触りに行ったらいいんじゃないのかという

ことになりますけれども、それはそれぞれそのと

きの首長、就任なさっている首長さんが御判断を

される分でございますので、その後の首長さんが、

仮に別の方がなったときに、その人のお考えが違

うというときには、当然リセットされるような形

で、条例としてつくっておくべきだなというので、

特例減額という手法を取っているというふうに理

解をしております。 

○古谷公俊委員長 堀口委員、簡潔に言ってくださ

い、時間が。 

○堀口和弘委員 長くなって申し訳ない。だから、

これはリセットされるというふうであれば、そも

そも本則の議論を何でせえへんのですか。だから、

これは本則の議論を本来するべきやと思うんです

よ。 

 だから、今回下げると言うんやったら、報酬審

議会にかけても、僕はさっき言ったみたいに政治

的な決断で、山本市長が政治的な決断でやるんで

あれば、全然それは構えへんと思う。ただ、その

今の副市長の話で言うんであれば、じゃ報酬審議

会にかけてから上げてこいという話ですよ。 

 本則の部分、だから議会と特別報酬の扱いが何

でこんなに違うのかということですよ。もうこの

答弁はええんですけれども、もう長くなるんで、
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ええですけれども、そこら辺がちょっと腑に落ち

んのです、さっきから。 

 もうそれは特例ですよ、特例ですよと言うんで

あれば、じゃほんなら何でも特例でやるんやった

ら、一時的でええんかという話になるんやけれど

も、ただ、そんなんではあまりにも簡単に報酬を

上げ下げするというのは、ちょっと違うと思う。 

 だから、情勢適応の原則で報酬審議会にかけて

上げる、下げるの議論をしてもらうんやったら、

下げる議論も含めてやってもうたらええと思うん

です。 

 その辺はちょっと、また今後ちょっとまた、そ

の辺は議論したいと思います。もう答弁は結構で

す。 

○山本市長 今回の件は、あくまで政治判断です。

逆に本則から変えていって減らしていいんであれ

ば、当然これから議論させていただきますけれど

も、私は別にそのマニフェストの中で、いわゆる

この泉南市の首長の、それから特別職の報酬自体

が高過ぎると、だからこれは高過ぎ、もらい過ぎ

ているから、本則から削っていくんだということ

を別に私は掲げているわけではありません。 

 だからこそ、身を切る改革とは言っておりませ

ん。ですので、あくまで政治的判断ということで、

今回決断をさせていただいておりますことに、御

理解をいただきたいと思います。 

○古谷公俊委員長 以上で本件に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森和夫委員 反対です。４年間の副市長、教育

長の４年間の削減額というのは、副市長は400万

円強、教育長は200万円強ということで、４年間

で言うたら200万円弱ですね。150万円か160万円

ぐらいになるんかな、の減額なんですよね。 

 それだけの効果なんですよ。財政状況とか言う

けれども、財政状況は、ちょっとずつでもよくな

っていっているということなんですよね。 

 今ずっと副市長の答弁とかを聞いていたら、と

か課長さんの話を聞いていたら、本当に財政のこ

とで苦労して、改善に向けて頑張っていくと。大

変な中でも職員のパフォーマンスが下がらんよう

に、そういうことも目を配りながら頑張っている

んやという話がありました。 

 けれど、やっぱりそういう、それから副市長の

役割ですよね。それとか教育長も本当に今、教育

というのは大変な分野になっていて、これも本当

に仕事が大変なところなので、やっぱりこういう

人らにちゃんとした保障をして働いてもらうとい

うことが大事で、財政難やからカットしなあかん

と言うほど、金額もそんなに大きいこともありま

せんしね。 

 こういうことで頑張っている人が、ちゃんと給

料が保障されると。それはまた、それはそれを見

た職員さんもやっぱり頑張ればというふうな気持

ちになると思いますので、そういう意味で、この

減額には反対いたします。 

○河部 優委員 ちょっといろいろ申し上げて賛成

したいと思うんですけれども、先ほど市長が、私

の質問に対して報酬審議会を開催する気はないと

いうふうにおっしゃいましたけれども、社会情勢

を踏まえてということであれば、例えばこの間、

民間で言えばここ複数年、春闘なんかでも賃上げ

でプラス回答が出ているんですよ。 

 これは一般社員も含めて、役員、社長も含めて、

やっぱりそんだけ好景気の中で、ある程度物価も

上がってくるということも鑑みて、やっぱり上げ

ていっているということだと思うんです。これは、

公務員においても私は一緒かなと。 

 最後に市長がおっしゃいましたけれども、政治

的判断ということで、当然、市長も一定の党に属

されて、身を切る改革ということも掲げながら、

この４年間、泉南市政に携わっていますので、そ

れはそれで市長の公約としてされてもいいんかな

とは思うんです。 

 私はやはり副市長、教育長がそこに追随してい

くというのは、いろんなこの物価高騰の中での生

活を考えると、一定報酬審議会というものに諮っ

た上で、ベースはどうなのかということを、意見

を聞いた上で、何％カットするというような手法

もあったのではないかなというふうに思いますの

で、一定、今後そういう報酬審議会等への、今の

報酬の在り方というものをしっかりと問うていく

というものも必要なのかなというふうに思います

けれども、今回は一定、反対する理由というもの
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もございませんので、賛成はさせていただきます。 

○田畑 仁副委員長 反対ですね。恐らく今回この

議案は通ってしまうんでしょうね。今の討論を聞

いていると。ただ、先ほど人事のほうから、令和

６年の類似団体の数字とかを教えてもらって、市

長が24団体で、副市長、教育長が21団体というよ

うな数字が出ていました。 

 ただ、これは退職金が、ある市長、ない市長と

いうところでいうと、全然土俵が違うわけで、泉

南市は歴史的に見ると、向井前々市長は、職員時

代の退職金が１回、市長で５回、計６回、前期の

竹中市長においては、職員で１回、副市長で１回、

市長で２回、計４回、全然抜本的に給与の引下げ

何％という話と、今の山本市長が立っている土俵

が全然違うわけであって、ここも市民の皆さんも

我々議会人も理解をしなければいけないなという

ふうに思っています。 

 もう１点は、先ほどからこの前から言っている

んだけれども、泉南市議会のこっち、二元代表制

のこっちサイドで財政難という言葉と、財政効果

という言葉が、今日は出てしまいました。 

 一番言ったらあかん話で、私は持論が入ってし

まうんですけれども、私は、先ほど山本市長がお

っしゃったとおり、マニフェストどうこう、身を

切る改革どうこうではなくて、今のこの６万人弱

の泉南市民の皆様方のトップリーダーとしての姿

として、自ら20％、何というんですかね、引下げ

しながらそれと一心同体の副市長にも同じような

姿を見せてほしい。新しい教育長についても、そ

の姿をトップスリーが見せていこうという財政効

果は、全く関係のない市民の皆様方への意思表示、

志の見せ方だと私は思っているんですよ。 

 これは山本市長をはじめとする特別職の方だけ

の話ではなくて、我々泉南市議会にとっても非常

に大事な局面に来ている。それはなぜかというと、

候補者不足、そしてダブルワーク中心のライフス

タイル、子育てがしにくい、ダブルワークのセカ

ンドワーク中心の議会人としての仕事が増してく

る。 

 これ自身が、今我々が局面しているところであ

って、今のこの議案について、自分に置き換えて

我々に置き換えて考えても、私は山本市長におか

れましても満額もらってほしいし、副市長にとっ

ても満額もらってほしいし、教育長についても満

額もらってほしい。 

 もう１つ言えば、山本市長におかれましては、

４年間、ブルドーザーのように進む前提で、退職

金もやっぱり１つのけじめ、区切り、結果として

ももらってほしいというのが私の本音なんですよ

ね。 

 この辺のところが、我々議会のほうでは非常に

今きれいな言葉で守ろうとして、何かきれいな言

葉で守ろうとしていることが、非常に私は危険だ

ろうし、ちょっと長くなってしまうんだけれども、

先週の木曜日、山本市長が大阪府の旗振りの合併

協議会ではないんだけれども、そういう場席に着

かれました。 

 そこでも様々な泉南市の将来的ビジョン、そし

て泉州のビジョンが決められていく会議になって

いくんだと思います。だからこそ、私は今、山本

優真市長共々、阿児副市長、そして上中教育長、

各関係理事者、職員のみんなが闘える集団、闘う

集団をつくっていくことが、みんなが今言ってい

る財政難を突き破っていく、一番最初にやらなけ

ればならないのが、闘う集団、闘える集団をつく

ろうというんであれば、満額もらってほしいとい

うのが、私は一番の本音なんです。 

 この辺りのことも踏まえて、山本市長の志や、

そして特別職、阿児副市長、教育長の志も理解は

していますけれども、私は今後も今言った反対討

論の中身を自分に置き換えて、邁進していくため

には、議会人として、今回のこの議案については、

反対させてもらおうと思っています。 

 以上です。 

○谷藤麻由奈委員 賛成です。それでは、賛成の立

場から討論いたします。 

 本議案は、市長、副市長、教育長の３名の特別

職が、今後の財政の構造の見直しであったり、大

型事業への備えを見据えて、経営的立場としての

責任と覚悟を示すために、自らの報酬を一定期間

減免するというものでした。 

 泉南市の財政状況は依然として厳しく、今後も

大規模事業による財政負担が想定されています。

そうした中で、まずは経営層である特別職が率先
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して責任を示すという今回の対応は、象徴的な意

味だけではなく、実効性を伴うものと受け止めて

おります。 

 また、審議を通じて、本件は特別職に限定され

た期間限定の時限的な措置であり、一般職の給与

や処遇には一切影響を与えないことも確認されま

した。 

 さらに、今回の措置によって、年間およそ490

万円、そして任期全体で1,860万円以上の財政効

果が見込まれるということでした。 

 市民の皆様に対しても説明責任を果たしながら、

信頼ある行財政運営を進めていく上で、こうした

判断は極めて意義が深いものであると考えますの

で、以上、賛成の立場からの討論といたします。 

○古谷公俊委員長 以上で本件に対する討論を終結

いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに賛成の委員の起立を求めます。 

○古谷公俊委員長 同数。起立の結果、可否同数で

ありますので、委員会条例第17条第１項の規定に

より、委員長において、本件に対する可否を裁決

いたします。 

 本件について、委員長は原案のとおり可決と採

決いたします。よって議案第６号は、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第７号「泉南市市税賦課徴収条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○大森和夫委員 前回の協議会の中で、公示事項に

ついては、何かこれから検討とかいう話があった

んですよね。国の法律改正に伴ってのものですか

ら、これとこれを公示するとかいうふうにはなっ

ていないんかなと思ったのが、ちょっとその辺の

説明と、あと、それはあれですかね、市民税につ

いては、市の判断によるということになるんです

かね。ちょっとその辺のところを教えてください。 

○服部税務課長兼生活福祉課参事 すみません、ち

ょっと協議会のほうでもちょっと私も説明不足で

申し訳ありません。若干訂正させていただきます。 

 まず、公示送達なんですけれども、まず、公示

送達は、国税通則法にありまして、送達すべき書

類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税

務署長、その他の行政機関の長が、その書類をい

つでも送達を受けるべきものに交付する旨を、当

該行政機関の掲示場に掲示して行うものとなって

おります。 

 今回、地方税法の改正により、公示送達に関す

る規定の整備であります。納税通知書とか、督促

状の送達については、納税義務者御本人が実際に

受け取っていない状況であっても、法律上の規定

により、通知書が届いている扱いとするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○大森和夫委員 公示送達というか、掲示する中身

によって前回の協議会の質疑のときに、プライバ

シーに関わるようなことがあるんじゃないんです

かと掲示することによってと言うたときに、そう

いうプライバシーに配慮するとかいうふうなこと

も検討すると。 

 今後の検討課題ですというふうにおっしゃった

んですけれども、どういうことを検討されている

というか、例えば、破産とか滞納とかした人全員

を、そういうプライバシーも掲示するようになる

んですかね。ちょっとその辺のところをもっと分

かりやすく。 

○服部税務課長兼生活福祉課参事 今の分について

は、送達を受けるべき者の氏名、あと、その書類

の名称というふうになっております。 

 したがいまして、現在のところは、氏名、例え

ば、市税第何期督促状というふうに掲示しており

ます。 

 そのことについてなんですけれども、これはま

た、書類の名称のところが、書類を特定するため

に必要な情報というふうに配慮されたものになっ

ていくものと考えております。 

 以上です。 

○大森和夫委員 そういうものがいろんな配慮をさ

れて、プライバシーに関わるところは、これから

検討しながら配慮されるようになって、それが市

のホームページとかで見られるようになるという

ことですかね。 

 国のほうから、これとこれとかいうふうな判断

基準はないわけ、示されていないということです
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か。行政区に、自治体によって違ってくるという

ことですかね。 

○服部税務課長兼生活福祉課参事 国税通則法によ

り、まず書類の名称及び氏名というふうになって

おります。 

 それが配慮されて、書類の名称のところが書類

を特定するために必要な情報というふうになって

おります。 

 以上です。 

○古谷公俊委員長 ほかにございませんね。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。こ

れより討論を行います。討論はありませんか。―

―――なしですね。討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって

議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本常任委員会に付託されました議案の審

査を終わります。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出につ

いてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続

調査の申出を行いたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって

議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うこと

に決定いたしました。 

 なお、閉会中においては、調査を行う事件につ

きましては委員長に一任していただきたいと思い

ます。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては、全て終了いたしました。委員各位にお

かれました、長時間にわたり慎重なる審査をいた

だきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようよろしくお

願い申し上げます。これをもちまして、総務産業

常任委員会を閉会いたします。 

午後０時６分 閉会 

（了） 
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